


 

水道広域化推進プランの策定に向けた取組状況について 

１ プラン策定の背景                                      
 

○ 県内の市町村及び一部事務組合（以下「市町村等」という。）が行う水道事業は、水

道料金による独立採算が前提となる地方公営企業として運営されている。 

○ 今後、人口減少に伴う料金収入の減少や施設老朽化等に伴う更新費用の増加等によ

り、経営環境が急速に厳しくなることが見込まれている。 

 

２ 国からの要請内容                                         
 

○ 国（総務省及び厚生労働省）は、水道事業の経営基盤の強化を図る観点から、市町

村の区域を超えた広域化を推進している。 

○ 国は、都道府県に対して今年度末までに「水道広域化推進プラン」を策定・公表す

るよう要請している。 

 

３ 県におけるこれまでの取組                                     
 

○ 水道事業の広域連携については、県内を６地域（裏面）に区分し、それぞれの地域

ごとに、県及び市町村等で構成する協議会を設置し、検討を進めてきた。 

○ 国からの要請を受け、これまで、県においてプランの策定に向けた水道事業の現状

分析や将来分析、広域化シミュレーション等の作業を行っており、現在、これらを踏

まえ、今後の広域化に係る推進方針等について、市町村等と協議を進めている。 

 

４ プランの方向性                                     
 

○ 本県では、水道水源の約８割を地下水が占め、水質も良好であるため、比較的簡易

な浄水施設が多い。このため、施設の統廃合については、新たに必要となる水道管の

布設費用等を考慮すると、経済的な効果を見込むことが難しい状況。 

○ このような状況から、市町村等とは、施設の管理業務の共同委託や料金管理システ

ムの共同化などソフト面を中心に協議を行っている。 

○ また、より広域化の効果を生みだすことができないか、経営統合についても、中長

期的な課題として検討・協議を行っているところ。 

 

５ 今後のスケジュール（予定）                                     
 

令和４年１２月下旬  市町村等とプラン案について協議 

パブリックコメント（～令和５年１月下旬） 

令和５年 ３月    プラン案の概要を本委員会に報告、年度内に策定・公表 

総務常任委員会報告資料② 

令和４年１２月議会 市町村課・環境保全課 
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○県民総合運動公園は、公共交通による交通アクセス手段が乏しく、自動車によるアクセスが中心。

※空港アクセス鉄道ルート見直しにより三里木ルートで期待されていた運動公園アクセス改善への対応が必要。

※今秋のロアッソホームゲームなど、大規模イベントにおいて運動公園周辺で渋滞が頻発。喫緊の課題として対応策が必要。

＜現状・課題＞

＜基本的な考え方＞

イベント主催者による対応⇒県民総合運動公園を設置・管理している県が主体的に対応
※通常利用時にも、大規模イベント時においても、運動公園を円滑に利用できる対応策を提示

※県内外から人が集まることは県にとってプラス。渋滞を抑止し、スムーズに集客できる仕組みづくりに取り組む（ピンチをチャンスに）

＜具体的な対応策＞

◎利用者数に応じた対応パッケージを設定(※利用者4,000人程度までは常設駐車場(2,000台分)で概ね対応可能。）

※ロアッソホームゲーム入場者数
・10月23日 横浜戦 21,508人
・10月30日 大分戦 13,818人
・11月 6日 山形戦 11,429人

○運動公園アクセス改善に向け、全庁あげての取組み体制を構築。

○運動公園利用者数に応じた対応策をパッケージ化し、関係機関で共有。

○取り得る対応策から速やかに取り組み、効果を検証しながら、随時対応策をアップグレード。

○一定規模のイベント時には､主催者や施設管理者などで構成する「主催者等調整会議(仮称)」を設置・開催し､課題・対応策を確認､調整。

＜対応の方向性＞

県民総合運動公園のアクセス改善に向けた取組みについて

◎ハード面での対応策 ○送迎車両乗降所の設置検討 ○バスベイの改修

◎来春のロアッソ開幕戦などのイベントで実証実験を行い、効果・課題を検証します！

運動公園
利用者

駐車場対策
シャトルバス・パーク＆ライド

【大規模イベント時】
徒歩・自転車等

【大規模イベント時】

臨時駐車場の設置
（最大600台分）

シャトルバス運行

臨時駐車場の追加設置
（最大550台分）

メイン駐車場
臨時退出ルート設置

シャトルバス拡充

パーク＆ライド実施

（同上） （同上） （上記取組み拡充）多

※イベント主
催者に対す
るバス借上
費用等の補
助

※徒歩・自転車
利用のインセ
ンティブ検討

(割引入場券の導入等)

4,000人※以上

総務常任委員会報告資料③
令和４年１２月議会

交通政策課・観光企画課
都市計画課・体育保健課
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緑の流域治水と五木村・相良村振興について（報告）

１ 【裏面あり】

総務常任委員会報告資料④
令和４年１２月議会 球磨川流域復興局付・河川課

１．緑の流域治水の主な取組状況
（１）流水型ダムに係る環境アセスメントについて

○１１月１４日に「環境影響評価方法レポート」が公表され、流域の７つの
市町村で説明会が開催。（１１月２６日～１１月３０日に実施）

○現在、一般からの意見聴取の手続き（１２月２８日まで）が進められている。

○今後、県が設置した「流水型ダムに係る環境影響評価審査会」や流域市町村長
等の意見を踏まえ、知事意見を提出予定。

（２）「流水型ダムの事業の方向性・進捗を確認する仕組み(以下、「仕組み」)」

について

流水型ダムについて安全・安心を最大化するものであるとともに、球磨川・
川辺川の環境に極限まで配慮し、清流を守るものとして整備が進められている
のか、県や流域市町村だけでなく、流域住民の皆様も一体となって事業の方向
性や進捗を確認する「仕組み」を設置し、下記のとおり第１回会議を開催予定。

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

令
和
３
年
度 

流
水
型
ダ
ム
の
調
査
・
検
討
に
着
手 

■
環
境
配
慮
レ
ポ
ー
ト 

 
 
 
 

【
配
慮
書
相
当
】 

■
環
境
影
響
評
価
方
法
レ
ポ
ー
ト 

【
方
法
書
相
当
】 

■
環
境
影
響
評
価
準
備
レ
ポ
ー
ト 

【
準
備
書
相
当
】 

■
環
境
影
響
評
価
レ
ポ
ー
ト  

 
 

【
評
価
書
相
当
】 

■
環
境
影
響
評
価
レ
ポ
ー
ト
の
補
正 

環
境
保
全
措
置
、
事
後
調
査
の
実
施
、
結
果
の
公
表
等 

一般の 

意見 

 

一般の

意見 

知事、 

市町村長

の意見 

国交大臣、 
環境大臣の 
技術的助言 

 

国交大臣、

環境大臣の

意見 

R4.3.25 R4.11.14 

現在 

一般の 

意見 

知事、 

市町村長

の意見 

5/25国交大臣意見 

6/17環境大臣意見 

市町村長意見 

6/22知事意見 

開催日時 ：１２月２５日(日) １４：００～ (２時間程度)
開催場所 ：中小企業大学校人吉校 大教室
設置主体 ：熊本県(事務局：球磨川流域復興局)
組織・構成：熊本県、国土交通省九州地方整備局、流域市町村、流域住民、有識者
座 長 ：熊本県副知事
会議内容 ：流水型ダム建設事業の方向性の確認 等



２．五木村・相良村の振興について

２

○１０月７日に相良村長から振興策の提案を受け、田嶋副知事をトップとする
第１回の相良村振興推進会議を１０月３１日に開催。

○今後、今年度末を目途に振興策を取りまとめる予定。

○令和４年１０月、現時点で国と県が考える、新たな五木村振興計画の案を村と村
議会に提示し、様々な御要望を伺った。

○県としては、この御要望を真摯に受け止め、それらが１つ１つ実現できるよう、
現在、具体的な検討を進めている。

○五木村が、将来にわたって安心して村の振興に取り組んでいけるよう、今年度末
を目途に、国や村と一緒になって新たな振興計画を策定して参る。

五木村

相良村

（４）万江川での土砂・洪水氾濫対策について

○令和２年７月豪雨で大量の土砂流出や流木が
発生した万江川において、「緑の流域治水」の
１つとして砂防・河川・治山事業が連携した土
砂・洪水氾濫対策の具体的検討に着手。

○学識経験者・行政関係者から技術的な課題な
どに対して提言をいただくため検討委員会を設
置、１０月１７日に第１回委員会を開催。今後、
今年度末を目標に提言を取りまとめる予定。

（３）宅地かさ上げ事業の本格着手に向けた取組みについて

○国においては、１０月１５日に、球磨村神瀬地区
の地域住民を対象とした宅地かさ上げ事業の施工計
画の説明や先行盛土の現地見学会が開催。

○県においては、１１月前半に球磨川中流部（八代
市、芦北町、球磨村）で宅地かさ上げの高さ等を確
認する地元関係者等との合同現地調査を実施。今後、
地区毎の整備方針に則って順次、建物調査等に着手。

（５）市房ダムに関する普及啓発の取組みについて

○１１月２１、２４日に人吉市役所の全職員を対象
に、市房ダムの操作や市房ダムから発信する情報
等に関する説明会を開催。

○引き続き、ダムに関する理解を深めるため、他の
市町村職員や住民への説明会を行っていく予定。

球磨村神瀬地区 先行盛土見学会

人吉市役所 説明会


